
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成５年９月３０日付

けで認可した日ノ岡第１南部町内会の代表者変更の届出，平成１２年６月２３

日付けで認可した勧修寺自治連絡協議会の代表者変更の届出，平成９年３月１

４日付けで認可した醍醐北団地会の代表者変更の届出があったので，同条第１

０項の規定により，次のとおり告示します。 

  平成２３年５月１６日 

京都市長 門川 大作   

 

変更があった事項及びその内容 

1 代表者の氏名 
 変更前 変更後 

日ノ岡第１南部町内会 樹山 勇 星野 貴弘 

勧修寺自治連絡協議会 田丸 利正 北村 敏夫 

醍醐北団地会 森口 良寛 石本 弘 

 

２ 代表者の住所 
 変更前 変更後 

日ノ岡第１南部町内会 京都市山科区日ノ岡朝

田町２６番地の１０ 
京都市山科区北花山山

田町６４番地の３２ 

勧修寺自治連絡協議会 京都市山科区勧修寺泉

玉町６番地の７ 
京都市山科区勧修寺北

大日町２１番地 

醍醐北団地会 京都市伏見区醍醐新町

裏町１番地１０ 
京都市伏見区醍醐古道

町３番地の７ 
            （文化市民局市民生活部地域づくり推進課） 
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